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2022年 6月24日更新 

2022 消費税法 受講生の皆様へ 

 

＜HU22761＞全国公開模擬試験 訂正のお知らせ 

 

表題の教材につきまして、下記のとおり訂正がございますので、ご連絡差し上げます。受講生の皆

様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

【該当箇所】問題文 F５ ⑴② 

（誤）甲社が企画、デザインして製造した猫のキャラクタ－グッズ（すべて課税資産に該当する。以下

「グッズ」という。）の製造売上高 589,025,400円 

（正）甲社が企画、デザインして製造した猫のキャラクタ－グッズ（すべて課税資産に該当する。以下

「グッズ」という。）の製造売上高 543,025,400円 

 

 

※ また、上記の訂正にともない、計算の模範解答９ページにおける［課税標準額の計算］において、 

358,025,400の金額ではなく、589,025,400－185,000,000の金額を使用した場合、その後の解答が

違ってまいります。 

こちらについては、訂正表には示しませんが、採点において考慮し、注意して採点致します。 

ご理解を頂けますと幸甚です。 

受講生の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

申し訳ございませんでした。 


